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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも運転者の制動操作に基づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有
する車両の車速を予め設定された目標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する
駆動トルクを制御することで自動走行制御を行う車両走行制御装置において、
　前記駆動トルク発生装置は、前記運転者の加速操作に基づいても駆動トルクを発生する
ものであり、
　前記自動走行制御は、前記運転者による加速操作に拘わらず行われるものであるととも
に、前回の目標駆動トルクと、前記目標車速と前記車両の車速との車速偏差にゲインを乗
算した値とに基づく目標駆動トルクに基づいて前記駆動トルク発生装置を制御し、
　前記目標駆動トルクは、前記運転者による制動操作がある場合は０と算出され、前記制
動操作がない場合に、通常ゲインに基づいて算出され、前記運転者による制動操作の解除
から所定時間の場合に、前記通常ゲインよりも小さい制限ゲインに基づいて算出され、
　前記運転者による制動操作の解除から所定時間は、前記駆動トルクを前記車速を目標車
速とすることができる駆動トルクよりも小さく制限し、
　前記所定時間は、前記制動装置により前記制動トルクが発生しなくなるまでの時間であ
ることを特徴とする車両走行制御装置。
【請求項２】
　少なくとも運転者の制動操作に基づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有
する車両の車速を予め設定された目標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する
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駆動トルクを制御することで自動走行制御を行う車両走行制御装置において、
　前記駆動トルク発生装置は、前記運転者の加速操作に基づいても駆動トルクを発生する
ものであり、
　前記自動走行制御は、前記運転者による加速操作に拘わらず行われるものであるととも
に、前回の目標駆動トルクと、前記目標車速と前記車両の車速との車速偏差にゲインを乗
算した値とに基づく目標駆動トルクに基づいて前記駆動トルク発生装置を制御し、
　前記目標駆動トルクは、前記運転者による制動操作がある場合は０と算出され、前記制
動操作がない場合に、通常ゲインに基づいて算出され、前記運転者による制動操作の解除
から所定時間の場合に、前記通常ゲインよりも小さい制限ゲインに基づいて算出され、
　前記運転者による制動操作の解除から所定時間は、前記駆動トルクの増加量を前記所定
時間経過後の駆動トルクの増加量よりも小さく制限し、
　前記所定時間は、前記制動装置により前記制動トルクが発生しなくなるまでの時間であ
ることを特徴とする車両走行制御装置。
【請求項３】
　前記自動走行制御は、前記運転者の制動操作に基づいて前記制動装置により前記車両が
停止している状態から当該運転者による制動操作が解除された場合に行われることを特徴
とする請求項１または２に記載の車両走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両走行制御装置に関し、更に詳しくは、少なくとも運転者の制動操作に基
づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有する車両の車速を予め設定された目
標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する駆動トルクを制御することで自動走
行制御を行う車両走行制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両には、運転者による車両の運転操作を軽減するものとして、車両の車速が目標車速
となるように一定車速制御を行う定速走行制御や、先行車両に対して自車両を追従走行さ
せるように追従走行制御を行う追従走行制御、すなわちアダプティブクルーズコントロー
ル（ＡＣＣ）などの自動走行制御を行う車両走行制御装置が搭載されている。車両走行制
御装置では、車速が予め設定された目標車速となるように、駆動トルクを発生する駆動ト
ルク発生装置であるエンジンと制動トルクを発生させる制動装置とが協調制御される。車
両走行制御装置では、自動走行制御ＥＣＵにより車両の車速が目標車速となるように目標
駆動トルクが算出され、算出された目標駆動トルクがエンジンＥＣＵに出力され、エンジ
ンＥＣＵが目標駆動トルクに基づいてエンジンを制御する。また、車両走行制御装置では
、自動走行制御ＥＣＵにより車両の車速が目標車速となるように目標制動トルクが算出さ
れ、算出された目標制動トルクがブレーキＥＣＵに出力され、ブレーキＥＣＵが目標制動
トルクに基づいて制駆装置を制御する。
【０００３】
　近年、低車速、例えば１０ｋｍ／ｈ以下の目標速度で自動走行制御を行うものがある。
例えば、特許文献１に示すように、クリープ速度程度の目標速度で自動走行制御を行う車
両走行制御装置がある。上記特許文献１に示すような従来の車両走行制御装置では、運転
者により制動操作が行われても、自動走行制御が解除されずに継続して行われる。このよ
うな従来の車両走行制御装置では、例えば運転者により制動操作が行われた場合、エンジ
ンが駆動トルクを発生しないように自動走行制御を行うこととなる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－９０６７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ところで、運転者による制動操作が解除されることで、車両走行制御装置は、車速が目
標車速となるようにエンジンに駆動トルクを発生させる自動走行制御を行うこととなる。
つまり、車両走行制御装置は、運転者による制動操作が解除されると、車速が目標車速と
なるようにエンジンにより発生する駆動トルクを増加することとなる。ここで、制動装置
は、油圧、例えばホイールシリンダの油圧によりパッドをロータに接触させ摩擦力を制動
トルクとして発生するものである。従って、制動装置は、運転者による制動操作が行われ
、ホイールシリンダの油圧により制動トルクを発生した状態で、運転者による制動操作が
解除されると、ホイールシリンダの油圧が低下し制動トルクが低下する。しかしながら、
運転者による制動操作の解除直後は、ホイールシリンダの油圧が十分に低下せずに、ホイ
ールシリンダの油圧が残っている虞がある。運転者による制動操作の解除直後にホイール
シリンダの油圧が残っている場合は、ホイールシリンダの油圧が残っていることで制動ト
ルクが発生するため、車速を目標車速となるように自動走行制御を行うと、ホイールシリ
ンダの油圧が残っていない場合と比較してエンジンが発生する駆動トルクが大きくなる。
従って、運転者による制動操作の解除後に、ホイールシリンダの油圧が残らなくなる、す
なわち抜けきると、制動トルクが０となるため、大きくなった駆動トルクにより、車速が
目標車速を超え、車両が急加速する虞がある。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、運転者による制動操作の解除後に、車
両が急加速することを抑制することができる車両走行制御装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明では、少なくとも運転者の制動
操作に基づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有する車両の車速を予め設定
された目標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する駆動トルクを制御すること
で自動走行制御を行う車両走行制御装置において、前記駆動トルク発生装置は、前記運転
者の加速操作に基づいても駆動トルクを発生するものであり、前記自動走行制御は、前記
運転者による加速操作に拘わらず行われるものであるとともに、前回の目標駆動トルクと
、前記目標車速と前記車両の車速との車速偏差にゲインを乗算した値とに基づく目標駆動
トルクに基づいて前記駆動トルク発生装置を制御し、前記目標駆動トルクは、前記運転者
による制動操作がある場合は０と算出され、前記制動操作がない場合に、通常ゲインに基
づいて算出され、前記運転者による制動操作の解除から所定時間の場合に、前記通常ゲイ
ンよりも小さい制限ゲインに基づいて算出され、前記運転者による制動操作の解除から所
定時間は、前記駆動トルクを前記車速を目標車速とすることができる駆動トルクよりも小
さく制限し、前記所定時間は、前記制動装置により前記制動トルクが発生しなくなるまで
の時間であることを特徴とする。
【０００８】
　更に、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明では、少なくとも運転者
の制動操作に基づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有する車両の車速を予
め設定された目標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する駆動トルクを制御す
ることで自動走行制御を行う車両走行制御装置において、前記駆動トルク発生装置は、前
記運転者の加速操作に基づいても駆動トルクを発生するものであり、前記自動走行制御は
、前記運転者による加速操作に拘わらず行われるものであるとともに、前回の目標駆動ト
ルクと、前記目標車速と前記車両の車速との車速偏差にゲインを乗算した値とに基づく目
標駆動トルクに基づいて前記駆動トルク発生装置を制御し、前記目標駆動トルクは、前記
運転者による制動操作がある場合は０と算出され、前記制動操作がない場合に、通常ゲイ
ンに基づいて算出され、前記運転者による制動操作の解除から所定時間の場合に、前記通
常ゲインよりも小さい制限ゲインに基づいて算出され前記運転者による制動操作の解除か
ら所定時間は、前記駆動トルクの増加量を前記所定時間経過後の駆動トルクの増加量より
も小さく制限し、前記所定時間は、前記制動装置により前記制動トルクが発生しなくなる
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までの時間であることを特徴とする。
【０００９】
　また、上記車両走行制御装置において、前記自動走行制御は、前記運転者の制動操作に
基づいて前記制動装置により前記車両が停止している状態から当該運転者による制動操作
が解除された場合に行われることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる車両走行制御装置では、運転者による制動操作の解除に基づいて運転者
による加速操作に拘わらず自動走行制御を行うが、運転者による制動操作の解除直後に制
動装置に油圧が残っており、制動トルクが発生していても、運転者による制動操作の解除
から所定時間は、駆動トルク装置が発生する駆動トルクを車速を目標車速とすることがで
きる駆動トルクよりも小さく制限する。従って、運転者による制動操作の解除から所定時
間、駆動トルク装置により発生する駆動トルクは、運転者による制動操作の解除直後から
油圧が残っていない場合において車速を目標車速とすることができる駆動トルクよりも大
きくなることが抑制される。これにより、運転者による制動操作の解除後に、油圧が抜け
きり制動トルクが０となっても、車速が目標車速を超えることを抑制でき、車両が急加速
することを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、下記の実施の形態により
本発明が限定されるものではない。また、下記の実施の形態における構成要素には、当業
者が容易に想定できるもの或いは実質的に同一のものが含まれる。
【００１３】
　図１は、実施の形態にかかる車両走行制御装置の構成例を示す図である。実施の形態に
かかる車両走行制御装置１は、同図に示すように、図示しない車両（以下、単に「車両Ｃ
」と称する。）に搭載されるものであり、車両Ｃの車速Ｖが目標車速Ｖｏとなるように自
動走行制御を行うものである。また、車両走行制御装置１は、自動走行制御スイッチ２と
、車速センサ３と、ブレーキセンサ４と、自動走行制御ＥＣＵ５と、エンジンＥＣＵ６と
、ブレーキＥＣＵ７とにより構成されている。
【００１４】
　なお、１００は、駆動トルクＥＴを発生し、発生した駆動トルクＥＴを車両Ｃに作用さ
せる駆動トルク発生装置であるエンジンである。エンジン１００は、自動走行制御ＥＣＵ
５により算出された目標駆動トルクＥＴｏに基づいて、エンジンＥＣＵ６により制御され
、車両Ｃに駆動トルクＥＴを作用させる。また、２００は、制動トルクＢＴを発生し、発
生した制動トルクＢＴを車両Ｃに作用させる制動装置であるブレーキ装置である。ブレー
キ装置２００は、油圧により制動トルクＢＴを発生し、車両Ｃに作用させるものである。
ブレーキ装置２００は、例えば、図示しない油圧制御回路と、ホイールシリンダと、パッ
ドと、車両Ｃの図示しない車輪と一体回転するロータとにより構成されている。パッドは
、ロータと対向するように配置されている。ホイールシリンダは、油圧制御回路からの油
圧によりパッドをロータに接触させる。パッドがロータと接触すると、パッドとロータと
の間に摩擦力が発生し、これが車両Ｃを制動させる力である制動トルクＢＴとなる。ブレ
ーキ装置２００は、自動走行制御ＥＣＵ５により算出された目標制動トルクＢＴｏに基づ
いて、例えば油圧制御回路がブレーキＥＣＵ７により制御され、車両Ｃに制動トルクＢＴ
を作用させる。また、３００は、運転者が操作するブレーキペダルである。ブレーキペダ
ル３００は、車両Ｃの車内に設けられている。運転者は、ブレーキペダル３００を踏み込
むことで制動操作が行われ、踏み込んだブレーキペダル３００を元の位置に離すことで、
制動操作が解除される。ここで、エンジン１００は、運転者による加速操作に基づいて駆
動トルクＥＴを発生するものでもある。エンジン１００は、運転者による図示しないアク
セルペダルの踏み込み量に基づいて、駆動トルクＥＴを発生する。また、ブレーキ装置２
００は、運転者による制動操作に基づいて制動トルクＢＴを発生するものでもある。ブレ
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ーキ装置２００は、運転者によるブレーキペダル３００の踏み込み量に基づいて、油圧制
御回路によりホイールシリンダの油圧を制御し、制動トルクＢＴを発生する。
【００１５】
　自動走行制御スイッチ２は、制御開始トリガーである。自動走行制御スイッチ２は、図
示しない車両の室内に設けられており、運転者により操作されることでＯＮされるもので
ある。自動走行制御スイッチ２は、自動走行制御ＥＣＵ５と接続されており、運転者によ
りＯＮされるとＯＮ信号を自動走行制御ＥＣＵ５に出力する。これにより、自動走行制御
スイッチ２は、自動走行制御ＥＣＵ５が自動走行制御を開始する制御開始トリガーとなる
。また、自動走行制御スイッチ２は、自動走行制御の目標車速Ｖｏを設定するものでもあ
る。運転者は、自動走行制御スイッチ２を操作することにより、車両Ｃの目標車速Ｖｏを
設定することができる。
【００１６】
　車速センサ３は、車両Ｃの車速Ｖを検出するものである。車速センサ３は、自動走行制
御ＥＣＵ５と接続されており、検出された車両Ｃの車速Ｖが自動走行制御ＥＣＵ５に出力
される。ここで、車速センサ３は、例えば、車両Ｃの図示しない各車輪に設けられた車輪
速センサである。この場合、各車輪に設けられた車速センサ３である車輪速センサからの
各車輪の速度ｖ１～ｖ４が自動走行制御ＥＣＵ５に出力され、自動走行制御ＥＣＵ５が出
力された各車輪の速度ｖ１～ｖ４に基づいて車両Ｃの車速Ｖを算出する。
【００１７】
　ブレーキセンサ４は、運転者による制動操作を検出する制動操作検出手段である。ブレ
ーキセンサ４は、運転者により制動操作が行われている状態あるいは制動操作が解除され
た状態であるか、すなわちブレーキＯＮ／ＯＦＦを検出するものであり、例えばブレーキ
ペダルのＯＮ／ＯＦＦを検出するブレーキスイッチセンサ、図示しない油圧制御回路を構
成するマスターシリンダの油圧を検出するマスタシリンダ圧センサ、運転者によるブレー
キペダル３００の踏み込み力を検出する踏力センサ、運転者によるブレーキペダル３００
の踏み込み量を検出するストロークセンサなどである。ブレーキセンサ４は、自動走行制
御ＥＣＵ５と接続されており、検出された運転者による制動操作、すなわちブレーキＯＮ
／ＯＦＦが自動走行制御ＥＣＵ５に出力される。
【００１８】
　自動走行制御ＥＣＵ５は、車両Ｃの車速Ｖが予め設定された目標車速Ｖｏとなるように
、目標駆動トルクＥＴｏを算出しエンジンＥＣＵ６に、目標制動トルクＢＴｏを算出しブ
レーキＥＣＵ７にそれぞれ出力するものである。自動走行制御ＥＣＵ５は、エンジンＥＣ
Ｕ６を介して目標駆動トルクＥＴｏに基づいてエンジン１００を制御するとともに、ブレ
ーキＥＣＵ７を介して目標制動トルクＢＴｏに基づいてブレーキ装置２００を制御するも
のである。つまり、自動走行制御ＥＣＵ５は、エンジン１００とブレーキ装置２００とを
車速Ｖが予め設定された目標車速Ｖｏとなるように協調制御するものである。また、自動
走行制御ＥＣＵ５は、運転者による制動操作が解除されると、運転者による加速操作に拘
わらず自動走行制御、すなわち車両Ｃの車速Ｖが予め設定された目標車速Ｖｏとなるよう
に、目標駆動トルクＥＴｏを算出しエンジンＥＣＵ６に、目標制動トルクＢＴｏを算出し
ブレーキＥＣＵ７にそれぞれ出力する。自動走行制御ＥＣＵ５は、自動走行制御判定部５
１と、制動操作判定部５２と、車速偏差算出部５３と、駆動トルク算出部５４と、制動ト
ルク算出部５５とを有する。ここで、自動走行制御ＥＣＵ５のハード構成は、既に公知で
あるので説明は省略する。また、目標車速Ｖｏは、図示しない車両が低車速でオフロード
を走行することができる値であり、例えば１０ｋｍ／ｈ以下である。
【００１９】
　自動走行制御判定部５１は、運転者による自動走行制御の開始の意志を判定するもので
ある。自動走行制御判定部５１は、自動走行制御スイッチ２が運転者により操作されるこ
とでＯＮされたことでＯＮ信号が出力されたか否か、すなわち自動走行制御スイッチ２の
ＯＮ／ＯＦＦ状態に基づいて自動走行制御を開始するか否かを判定するものである。
【００２０】
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　制動操作判定部５２は、運転者による制動操作を判定するものである。制動操作判定部
５２は、自動走行制御中に、ブレーキセンサ４により運転者による制動操作が行われた後
、制動操作が解除されたか否か、すなわちブレーキＯＮ状態からブレーキＯＦＦ状態とな
ったか否かを判定するものである。
【００２１】
　車速偏差算出部５３は、目標車速Ｖｏと車両Ｃの車速Ｖとの車速偏差ΔＶを算出するも
のである。車速偏差算出部５３は、目標車速Ｖｏから車速センサ３により検出された車両
Ｃの車速Ｖを引いた値を車速偏差ΔＶとして算出する（ΔＶ＝Ｖｏ－Ｖ）。
【００２２】
　駆動トルク算出部５４は、エンジン１００に発生させる目標駆動トルクＥＴｏを算出す
るものである。駆動トルク算出部５４では、車両Ｃの車速Ｖが予め設定されている目標車
速Ｖｏとなるように、目標駆動トルクＥＴｏを算出する。実施の形態では、駆動トルク算
出部５４は、前回算出された目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ－１）と、上記車速偏差ΔＶにゲ
インＧを乗算した値との合計値を今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）として算出する（Ｅ
Ｔｏ（ｎ）＝ＥＴｏ（ｎ－１）＋Ｇ×ΔＶ）。つまり、駆動トルク算出部５４は、車速偏
差ΔＶに基づいたフィードバック制御を行うために目標駆動トルクＥＴｏを算出する。従
って、ゲインＧは、フィードバックゲイン値となる。また、駆動トルク算出部５４は、制
動操作判定部５２によりブレーキＯＮ状態であると判定されると、車両Ｃの車速Ｖが予め
設定されている目標車速Ｖｏとなるように算出される目標駆動トルクＥＴｏよりも小さい
目標駆動トルクＥＴｏを算出する。実施の形態では、駆動トルク算出部５４は、制動操作
判定部５２によりブレーキＯＮ状態であると判定されると、今回の目標駆動トルクＥＴｏ
（ｎ）を０と算出する（ＥＴｏ（ｎ）＝０）。
【００２３】
　制動トルク算出部５５は、ブレーキ装置２００に発生させる目標制動トルクＢＴｏを算
出するものである。制動トルク算出部５５では、車両の車速Ｖが予め設定されている目標
車速Ｖｏとなるように、目標制動トルクＢＴｏを算出する。
【００２４】
　エンジンＥＣＵ６は、目標駆動トルクＥＴｏに基づいてエンジン１００を制御するもの
である。エンジンＥＣＵ６は、自動走行制御ＥＣＵ５と接続されており、自動走行制御Ｅ
ＣＵ５により算出され、出力された目標駆動トルクＥＴｏに基づいてエンジン１００に駆
動トルクＥＴを発生させる。なお、エンジンＥＣＵ６は、運転者による加速操作される図
示しないアクセルペダルの踏み込み量を検出することができる図示しないアクセルセンサ
と接続されており、検出された踏み込み量に基づいてエンジン１００を制御し、運転者に
よる加速操作に基づいた駆動トルクＥＴをエンジン１００に発生させるものでもある。
【００２５】
　ブレーキＥＣＵ７は、目標制動トルクＢＴｏに基づいてブレーキ装置２００を制御する
ものである。ブレーキＥＣＵ７は、自動走行制御ＥＣＵ５と接続されており、自動走行制
御ＥＣＵ５により算出され、出力された目標制動トルクＢＴｏに基づいてブレーキ装置２
００に制動トルクＢＴを発生させる。なお、ブレーキ装置２００は、各車輪に対して制動
トルクＢＴＷ１～ＢＴＷ４を作用させることができるように構成されており、ブレーキＥ
ＣＵ７は、自動走行制御ＥＣＵ５により算出され、出力された各車輪に対する目標制動ト
ルクＢＴｏＷ１～ＢＴｏＷ４に基づいてブレーキ装置２００を制御し、各車輪に制動トル
クＢＴＷ１～ＢＴＷ４を作用させることで、車両Ｃに制動トルクを作用させる。
【００２６】
　次に、実施の形態にかかる車両走行制御装置１を用いた自動走行制御について説明する
。図２は、実施の形態にかかる車両走行制御装置の自動走行制御フローを示す図である。
図３は、実施の形態にかかる車両走行制御装置の動作説明図である。ここでは、車両走行
制御装置１を用いた自動走行制御のうち、運転者による制動操作が行われた後における自
動走行制御ＥＣＵ５とエンジンＥＣＵ６との関係での自動走行制御方法について説明する
。なお、車両走行制御装置１による自動走行制御は、車両走行制御装置１の制御周期ごと
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に行われる。
【００２７】
　まず、自動走行制御ＥＣＵ５は、図２に示すように、入力処理を行う（ステップＳＴ１
）。ここでは、自動走行制御ＥＣＵ５は、自動走行制御スイッチ２のＯＮ／ＯＦＦ状態、
車速センサ３により検出され出力された車速Ｖ、ブレーキセンサ４により検出されたブレ
ーキＯＮ／ＯＦＦ状態、運転者が設定した目標車速Ｖｏなどを取得する。
【００２８】
　次に、自動走行制御ＥＣＵ５の自動走行制御判定部５１は、自動走行制御中であるか否
かを判定する（ステップＳＴ２）。ここでは、自動走行制御判定部５１は、上記取得した
自動走行制御スイッチ２のＯＮ／ＯＦＦ状態に基づいて、運転者による自動走行制御の開
始の意志を判定するのである。なお、自動走行制御ＥＣＵ５は、自動走行制御スイッチ２
がＯＦＦであると判定される（ステップＳＴ２否定）と、制御を終了し、次の制御周期に
移行する。
【００２９】
　次に、自動走行制御ＥＣＵ５の車速偏差算出部５３は、自動走行制御中であると判定さ
れる（ステップＳＴ２肯定）と、車速偏差ΔＶを算出する（ステップＳＴ３）。ここでは
、車速偏差算出部５３は、上記取得された目標車速Ｖｏおよび車速Ｖに基づいて車速偏差
ΔＶを算出する（ΔＶ＝Ｖｏ―Ｖ）。
【００３０】
　次に、自動走行制御ＥＣＵ５の制動操作判定部５２は、ブレーキＯＦＦ状態であるか否
か判定する（ステップＳＴ４）。ここでは、制動操作判定部５２は、自動走行制御スイッ
チ２がＯＮ状態であり、ブレーキセンサ４により検出されたブレーキＯＮ／ＯＦＦ状態に
基づいて、自動走行制御中に、運転者による制動操作が行われた後、運転者による制動操
作が解除されたか否かを判定する。つまり、制動操作判定部５２は、車両Ｃが運転者によ
る制動操作に基づく減速状態あるいは停止状態であるか否かを判定する。
【００３１】
　次に、自動走行制御ＥＣＵ５の駆動トルク算出部５４は、ブレーキＯＮ状態であると判
定される（ステップＳＴ４否定）と、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を０と算出する
（ステップＳＴ５）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、運転者による制動操作が行わ
れている場合、すなわち車両Ｃが減速状態あるいは停止状態である場合、今回の目標駆動
トルクＥＴｏ（ｎ）を０と算出する。従って、エンジンＥＣＵ６は、エンジン１００によ
り駆動トルクＥＴを発生させない。つまり、自動走行制御中に、運転者による制動操作が
行われることで、ブレーキ装置２００が制動トルクを発生している場合は、駆動トルクＥ
Ｔを発生させない。これにより、運転者は、自動走行制御中であっても、制動操作を行う
ことで、ブレーキ装置２００により制動トルクを発生させ、車両Ｃを減速あるいは停止す
ることができる。なお、自動走行制御ＥＣＵ５は、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を
０と算出すると、制御を終了し、次の制御周期に移行する。
【００３２】
　また、駆動トルク算出部５４は、ブレーキＯＦＦ状態であると判定される（ステップＳ
Ｔ４肯定）と、ブレーキＯＦＦ状態から所定時間Ｔが経過したか否かを判定する（ステッ
プＳＴ６）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、自動走行制御中に、運転者による制動
操作が行われた後、運転者による制動操作が解除されてから所定時間Ｔを経過したか否か
を判定する。つまり、駆動トルク算出部５４は、車両Ｃが運転者による制動操作に基づく
減速状態あるいは停止状態から自動走行制御に基づく加速状態となり、所定時間Ｔが経過
したか否かを判定する。ここで、所定時間Ｔは、ブレーキ装置２００により制動トルクが
発生しなくなるまでの時間であることが好ましい。つまり、運転者による制動操作が行わ
れた後、運転者による制動操作が解除されてから、図示しないホイールシリンダの油圧が
抜けきり、図示しないパッドとロータとが非接触状態となり、摩擦力が発生しなくなるま
での時間を所定時間Ｔとすることが好ましい。
【００３３】
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　次に、駆動トルク算出部５４は、ブレーキＯＦＦ状態から所定時間Ｔが経過していない
と判定する（ステップＳＴ６否定）と、ゲインＧを制限ゲインＧｂに設定する（ステップ
ＳＴ７）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、図示しないホイールシリンダの油圧が残
っており制動トルクが発生している虞がある場合は、車速偏差ΔＶに乗算するゲインＧを
通常ゲインＧｎよりも小さい値である制限ゲインＧｂに設定する（Ｇ＝Ｇｂ）。つまり、
ブレーキＯＦＦ状態から所定時間Ｔが経過するまでの間においては、駆動トルク増加量を
所定時間Ｔ経過後の駆動トルク増加量よりも小さく制限させるようにする。
【００３４】
　次に、駆動トルク算出部５４は、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出する（ステ
ップＳＴ８）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、前回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ－
１）と、車速偏差算出部５３により算出された車速偏差ΔＶと、制限ゲインＧｂに設定さ
れたゲインＧとに基づいて、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出する（ＥＴｏ（ｎ
）＝ＥＴｏ（ｎ―１）＋Ｇ（＝Ｇｂ）×ΔＶ）。そして、エンジンＥＣＵ６は、駆動トル
ク算出部５４により算出された今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）に基づいてエンジン１
００を制御し、エンジン１００に今回の駆動トルクＥＴ（ｎ）を発生させる。なお、自動
走行制御ＥＣＵ５は、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出すると、制御を終了し、
次の制御周期に移行する。従って、ブレーキＯＦＦ状態から所定時間Ｔが経過するまでは
、ゲインＧが制限ゲインＧｂに設定され、制限ゲインＧｂに基づいて今回の目標駆動トル
クＥＴｏ（ｎ）が算出され続ける。
【００３５】
　次に、駆動トルク算出部５４は、ブレーキＯＦＦ状態から所定時間Ｔが経過していると
判定する（ステップＳＴ６肯定）と、ゲインＧを通常ゲインＧｎに設定する（ステップＳ
Ｔ９）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、図示しないホイールシリンダの油圧が抜け
きっており制動トルクが発生していない場合は、車速偏差ΔＶに乗算するゲインＧを制限
ゲインＧｂよりも大きい値である通常ゲインＧｎに設定する（Ｇ＝Ｇｎ）。
【００３６】
　次に、駆動トルク算出部５４は、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出する（ステ
ップＳＴ８）。ここでは、駆動トルク算出部５４は、前回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ－
１）と、車速偏差算出部５３により算出された車速偏差ΔＶと、通常ゲインＧｎに設定さ
れたゲインＧとに基づいて、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出する（ＥＴｏ（ｎ
）＝ＥＴｏ（ｎ―１）＋Ｇ（＝Ｇｎ）×ΔＶ）。そして、エンジンＥＣＵ６は、駆動トル
ク算出部５４により算出された今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）に基づいてエンジン１
００を制御し、エンジン１００に今回の駆動トルクＥＴ（ｎ）を発生させる。なお、自動
走行制御ＥＣＵ５は、今回の目標駆動トルクＥＴｏ（ｎ）を算出すると、制御を終了し、
次の制御周期に移行する。従って、ブレーキＯＦＦ状態からブレーキＯＮ状態となるまで
は、ゲインＧが通常ゲインＧｎに設定され、通常ゲインＧｎに基づいて今回の目標駆動ト
ルクＥＴｏ（ｎ）が算出され続ける。
【００３７】
　以上のように、実施の形態にかかる車両走行制御装置１では、運転者による制動操作の
解除に基づいて運転者による加速操作に拘わらず自動走行制御を行うが、運転者による制
動操作が行われた後、運転者による制動操作が解除されてから、所定時間Ｔは、ゲインＧ
を通常ゲインＧｎよりも小さい制限ゲインＧｂとする。従って、図３に示すように、駆動
トルク算出部５４により算出される目標駆動トルクＥＴｏは、ブレーキＯＦＦ状態から所
定時間Ｔの間に算出される目標駆動トルクＥＴｏ（ゲインＧが制限ゲインＧｂに基づくも
の）に基づいてエンジン１００が発生する駆動トルクＥＴ（同図（ｃ）の実線）が車速Ｖ
を目標車速Ｖｏとすることができる目標駆動トルクＥＴｏ（ゲインＧが通常ゲインＧｎに
基づくもの）に基づいてエンジン１００が発生する駆動トルクＥＴ（同図（ｃ）の点線）
よりも小さく制限されることとなる。これにより、運転者による制動操作の解除、すなわ
ちブレーキＯＦＦ状態から図示しないホイールシリンダに油圧が残っており、制動トルク
（同図（ｂ）の実線）が発生していても、所定時間Ｔの間は、エンジン１００が発生する
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駆動トルクＥＴが車速Ｖを目標車速Ｖｏとすることができる駆動トルクＥＴよりも小さく
制限されているので、エンジン１００により発生する駆動トルクＥＴが運転者による制動
操作の解除直後からホイールシリンダの油圧が残っていない場合において車速Ｖを目標車
速Ｖｏとすることができる駆動トルクＥＴよりも大きくなることが抑制される。従って、
実施の形態にかかる車両走行制御装置１による自動走行制御における車両Ｃの車速Ｖ（同
図（ａ）の実線）は、従来の車両走行制御装置１による自動走行制御における車両Ｃの車
速Ｖ（同図（ａ）の点線）と比較して、運転者による制動操作の解除後に、ホイールシリ
ンダの油圧が抜けきり制動トルクが０となっても、車速Ｖが目標車速Ｖｏを超えることを
抑制でき、車両Ｃが急加速することを抑制することができる。つまり、従来においては、
車速偏差ΔＶに応じた目標駆動トルクＥＴｏに基づいてエンジン１００に駆動トルクＥＴ
を発生させたとしても、上記のようにホイールシリンダに油圧が残っているので、車速Ｖ
の増分が少なくなる。そして、この場合には、その車速偏差ΔＶが大きなままであるので
、更に大きな目標駆動トルクＥＴｏに基づいてエンジン１００に駆動トルクＥＴを発生さ
せることになってしまい、残存しているホイールシリンダの油圧が抜けてしまったときの
目標駆動トルクＥＴｏが大きすぎて、車速Ｖが目標車速Ｖｏに対して過剰に高くなってし
まう。しかしながら、実施の形態にかかる車両走行制御装置１では、所定時間Ｔの間のゲ
インＧを通常ゲインＧｎよりも小さい制限ゲインＧｂとすることによって、かかる不都合
を解消することができる。また、車両Ｃの各車輪にホイールシリンダの油圧を検出するホ
イール油圧センサを設けなくても良いので、低コスト化を図ることができる。
【００３８】
　なお、上記実施の形態では、所定時間Ｔをブレーキ装置２００により制動トルクが発生
しなくなるまでの時間としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、運転者による
制動操作が行われたことで、車両Ｃが停止している場合は、車両Ｃの図示しない車輪の転
動していない状態から転動し始めるまでの時間であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　以上のように、本発明にかかる車両走行制御装置は、少なくとも運転者の制動操作に基
づいて油圧による制動トルクを発生する制動装置を有する車両の車速を予め設定された目
標車速となるように、駆動トルク発生装置が発生する駆動トルクを制御することで自動走
行制御を行う車両走行制御装置に有用であり、特に、運転者による制動操作の解除後に、
車両が急加速することを抑制するのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施の形態にかかる車両走行制御装置の構成例を示す図である。
【図２】実施の形態にかかる車両走行制御装置の自動走行制御フローを示す図である。
【図３】実施の形態にかかる車両走行制御装置の動作説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　車両走行制御装置
　２　自動走行制御スイッチ
　３　車速センサ
　４　ブレーキセンサ
　５　自動走行制御ＥＣＵ
　５１　自動走行制御判定部
　５２　制動操作判定部
　５３　車速偏差算出部
　５４　駆動トルク算出部
　５５　制動トルク算出部
　６　エンジンＥＣＵ
　７　ブレーキＥＣＵ
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　１００　エンジン
　２００　ブレーキ装置
　３００　ブレーキペダル

【図１】 【図２】
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【図３】
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